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深谷グリーンパーク管理業務基準書 

 
 本書は、深谷グリーンパークの管理業務を指定管理者が行うに当たり、深谷市

が指定管理者に要求する管理業務の内容及びその基準等を示すものである。 
 
第１ 深谷グリーンパーク管理業務に関する基本的事項 

１ 管理業務に係る基本理念 
  指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理

を代行する制度である。このため、指定管理者は、自らの責任と判断によって、

施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービスの向上を図っていく必要がある。 
  指定管理者は、次の各項目に留意して管理業務を実施しなければならない。 

また、市は、施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等

を行うものとする。 
 （１） 深谷グリーンパークの設置目的及び運営方針に則した管理業務を行う

こと。 
 （２） 利用者に対して、常に誠意をもって接するとともに、多くの方が施設

を利用できるよう努めること。 
（３） 公の施設であることを常に念頭において、公平なサービスの提供に努

め特定のものに有利又は不利になる運営をしないこと。 
 （４） 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な

管理業務を行うとともに、効率的かつ効果的な管理業務を行い、適正な

収入の確保と経費の縮減に努めること。 
 （５） 施設が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者

の意見を管理業務に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 
 （６） 利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 
 （７） 省エネルギーに努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮

した管理業務を行うこと。 
 （８） 市と密接に連携を図りながら管理業務を行うとともに、市の施策に対

し積極的に協力するよう努めること。 
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２ 関係法令等の遵守 
  指定管理者は、施設の管理業務を行う上で、次に掲げるものをはじめ、関係

する法令等を遵守しなければならない。 
 （１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
 （２） 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び関係法令 
 （３） 深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成１８年深谷市条例第７７号） 
 （４） 深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行

規則（平成１８年深谷市規則第７１号） 
（５） 深谷市深谷グリーンパーク条例（平成１８年深谷市条例第１８３号） 
    以下、「条例」という。 

 （６） 深谷市深谷グリーンパーク条例施行規則（平成１８年深谷市規則第１

４１号） 
 （７） 深谷市個人情報保護条例（平成１８年深谷市条例第１４号） 
 （８） 深谷市情報公開条例（平成１８年深谷市条例第１３号） 
 （９） 深谷市行政手続条例（平成１８年深谷市条例第１５号） 
 （10） 深谷市文書等取扱規程（平成１８年深谷市訓令第１５号） 
 （11） 消防法、建築物その他に関して必要な法令 
 （12） 埼玉県プールの安全安心要綱、埼玉県プールの安全管理指針 
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第２ 対象施設の概要等 
１ 施設の概要 

１ 名  称  深谷グリーンパーク 開館日  平成８年 ７月 １日 

２ 所 在 地  深谷市樫合７６３番地 

３ 概  要 

全 体：敷地面積 53,817 ㎡ 

公 園：面積 26,300 ㎡ 

建築物：アクアパラダイス・パティオ 

 鉄筋コンクリート造２階建一部鉄骨造 

延床面積 7,770 ㎡（1階 5,960 ㎡、2階 1,810 ㎡） 

     屋外トイレ２箇所、四阿 

駐車場：敷地内 第１・２ 敷地外 第５・６ 借用地 第３ 

 駐車可能台数 約 600 台 

４ 施設内容 

アクアパラダイス・パティオ 

１階 エントランスホール（430 ㎡） 

     フラワーホスピタル（110 ㎡） 

レジャープールゾーン（約 4,000 ㎡、最大利用人数約 1,300 人） 

    波のプール（水面積 389 ㎡ 深さ 0～1.4ｍ 波高 0cm～40cm） 

      流水プール（水面積 479㎡ 深さ 1.1ｍ 長さ 108ｍ 幅 5ｍ） 

      渚プール（水面積 47 ㎡ 深さ 0.6ｍ） 

      幼児用プール（水面積 31 ㎡ 深さ 0.45～0.5ｍ） 

      サウナ ドライ‥‥面積 34㎡  ミスト‥‥面積 17 ㎡ 

     スピニングスライダー 

（水面積 47 ㎡ 深さ 0.85ｍ 滑り台 100ｍ用 50ｍ用） 

     更衣室（男子、女子、各身障者用あり） 

２階 25ｍプール 

（水面積 300 ㎡ 深さ 1.25～1.35ｍ 長さ 25ｍ 幅 12ｍ）            

     更衣室（男子、女子）、研修室１（70 ㎡）研修室２（30 ㎡）  

     レストラン（170 ㎡）、休憩コーナー（150 ㎡） 

 公園部 

多目的広場（約 4,370㎡）、芝生広場（約 3,990 ㎡）、 

四季の広場（約 3,410㎡）、四阿、屋外トイレ２箇所 

５ 施設特徴 
南欧・地中海沿岸のリゾート地をイメージした全天候型屋内レジャープー

ルと、四季折々の花やたくさんの緑とふれあえる「花の公園」 

６ 設置目的 
 農業の振興並びに経営の安定化及び強化を図るとともに市民の健康増進及

び体位体力の向上に資するために設置 

 
２ 施設の平面図 
 資料集１（現地説明会時に配布）参照 
 
 
 



- 4 - 
 

３ 貸出施設の利用状況等 

（１） 深谷グリーンパーク 利用状況 

ア 屋内プール 
 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 
プール利用者数（人） 240,176 233,550 98,950 

 
イ 研修室（第１、第２） 
 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 
利用件数（件） 143 128 61 
 

 
（２） 管理業務に関する収支（単位：円） 

  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

収入 
指定管理料 138,493,800 139,977,070 143,170,700 
利用料等 138,268,952 143,381,161 52,670,753 
合 計 276,762,752 283,358,231 195,841,453 

支出 
管理経費 215,293,170 232,782,382 217,353,131 
光熱水費 61,142,303 53,525,876 39,447,271 
合 計 276,435,473 286,308,258 256,800,402 

    注：「収入」には、新型コロナウイルス感染症に起因する補償は含まない 

 

（３） 利用料金に関する事項 

     条例による。 
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第３ 施設の運営に関する業務の基準 
１ 基本事項 
（１） 開館時間 

     ・ 公園   
通年（休館日除く） 
 午前８時３０分から午後９時まで 

・ プール 
  通常期間（４月１日から７月１９日及び９月１日から３月３１日）

午前１０時から午後９時まで 
       夏休み期間（７月２０日から８月３１日） 

 午前９時から午後９時まで 
     ・ 研修室 
       通年（休館日除く） 
        午前９時から午後９時まで 

 
（２） 休館日は原則として次に掲げるとおりとする。 

     ア 火曜日（７月及び８月を除く。）とする。ただし、火曜日が国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以

下この項において「休日」という。）に当たるときは、その翌日（火

曜日が休日に当たる場合であって、当該火曜日に休日が続くときは、

当該最後の休日の翌日）とする。 

     イ ２月１日から２月末日までは定期点検及び大規模改修のため、休

館とする。ただし、令和４年度は令和４年１２月１日から令和５年

２月末日まで休館とする。なお、この休館は改修状況等により変更

の可能性がある。 

ウ 市が計画に基づき大規模改修等を実施する場合、その間は休館と

する。 

 
（３） 開館時間及び休館日の変更等 

     指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市と協議

し、開館時間及び休館日を変更することができるとともに、臨時に休館

し、又は休館日に施設を利用させることができる。 
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２ 利用等に関する業務 
（１） 施設等利用許可申請及び利用料金出納業務 

ア 本業務については、関係条例及び規則の規定に基づき行うこと。 
イ プールの個人利用については、利用券の購入及び提出により、利

用の申請及び許可があったものとみなす。 

     ウ 利用の申請書等の書類は、指定管理者において作成すること。 
     エ イベント等の実施のための施設等の利用許可に当たっては、利用

目的等利用上の問題がないことを確認の上で許可すること。 
      ※ 深谷市が主催する事業については最優先とし、指定管理者は積

極的に本市事業に協力するよう努めるものとする。 
 
（２） 施設等の利用の許可の制限等 

     ア 指定管理者は、管理業務上又は公益上必要があると認めるときは、

利用の許可に条件を付することができる。 
     イ 条例第７条各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理

者は利用の許可をしないものとする。 
     ウ 条例第９条各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理

者は利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利

用を停止することができる。 
 
 （３） 利用料金の設定、収受 
     ア 指定管理者は、施設等の利用については条例で定める額の範囲内

で、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を設定すること。 
なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、施設等の

有効活用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。 
     イ 指定管理者は、施設等の利用に係る利用料金を自己の収入として

収受する。 
なお、収受した利用料金は還付しないものとするが、特別の理由

があるときは、還付することができる。 
 
 （４） 利用の案内 
     ア 指定管理者は、施設等の利用者が円滑に利用できるよう利用案内

に配慮すること。 
     イ 問い合わせや施設見学等については、適切な対応を行うこと。 
     ウ 施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合

は、適切な対応をすること。また、その内容を市に報告すること。 
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     エ 駐車場における利用者の安全確保に努めること。イベント開催時

や、夏季（７月～８月）は利用者数が増えることが予想されるので、

整理員を配置するなど特に注意すること。 
 
 （５） 施設等の利用方法と注意事項の説明 
     指定管理者は、施設利用者に対して施設・設備・備品等の利用方法及

び注意事項を説明し、必要があれば現場にて指導・説明を行うこと。 
 
 （６） 利用促進 
     指定管理者は、施設の利用促進を図るため、施設案内パンフレット等、

必要な媒体の作成、SNS を活用するなど積極的かつ効果的なＰＲや情報

提供を行うこと。 
     その際、案内パンフレット等には、指定管理者により管理されている

施設であることを表示すること。また、上記のことを行う場合は、必要

に応じて内容等について市の承認を得ること。 
     また、施設のホームページの作成を行い、管理と情報等の更新を行う

こと。なお、作成および管理にかかる経費は、すべて指定管理者が負担

すること。 
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第４ 施設の維持管理に関する業務の基準 
１ 施設保守管理業務 

 指定管理者は、施設（設備及び物品を含む。）の機能と環境を良好に維持し、

サービス提供が常に円滑に行われるように、日常点検、保守及び法定点検等

の保守管理業務を行うこと。業務にあたっては、施設管理マニュアルを作成

し、それに基づき管理を行うこと。 
 また、確実性、安全性を重視し、施設が正常に機能しないことが明らかに

なった場合は施設の利用を一時休止し、適切な方法で対応するとともに、市

へ報告し、必要に応じてその指示に従うこと。 
   点検等はできる限り利用者の妨げにならないように実施すること。また、

点検結果等については書面にて記録を残すこと。 
   なお、維持管理、保守点検、法定点検業務等の仕様書については資料集２

（現地説明会時に配布）を参照すること。 
 
（１） 報告・連絡・調整業務 

     ア 管理報告書の作成 
設備運転日誌、設備点検結果記録等の報告書を作成し、保存する

こと。 
     イ 関係官公庁等への諸届 
       管理等に必要な資格者の選解任届出書、法定点検業務の結果報告

書等を作成し、提出すること。 
 
（２） 設備保全業務 

     ア 手入れ 
       各設備機器に対して周期的な消耗品の取替え及び粉塵等の除去・

清掃を行い、機能の維持に努めること。 
     イ 応急措置 
       設備機器等に異常を発見し、応急措置をする必要があるときは、

その波及被害を防止するため、常備する工具類を用いて処置するこ

と。 
     ウ 修理業務 
       日常業務に支障をきたさない程度の部品交換等を行うこと。 
     エ 日常点検業務 
       各設備機器の日常の運転管理、点検、整備を行うこと。また、正

常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 
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     オ 定期点検・整備業務 
       各設備に対して法定点検及び初期性能・機能保全のため、定期的

に機器動作試験等を行うこと。その際に、必要な消耗品の更新につ

いても指定管理者の負担により随時行うこと。また、正常に機能し

ない際の対応等について適切に記録を残すこと。 
   カ 立会い業務 

       各種法令等に基づいて行われる官公庁の立ち入り検査及び専門業

者の作業に対して立ち会うこと。 
 
 （３） 建物点検業務 
     ア プール内の吸い込み口の管理（スクリーン及びそのボルト締め）

については、常に、その安全性が確保されるよう随時点検を行い、

記録に残すとともに、必要に応じて適切な措置を講ずること。 
     イ 施設屋根トラス部分等の高所部分の管理について、キャットウォ

ーク等を使い、随時点検を行い、記録に残すとともに、必要に応じ

て適切な措置を講ずること。 
     ウ 施設の開館から、相応の年数が経過していることから、建物につ

いて経年劣化やプールで使用する塩素ガスによる腐食が見受けられ

るため、建物内部や外周の点検を日常的に行うとともに、塗装や錆

等が剥がれ落ちていたら、除去・清掃を行うなど適切な措置を講ず

ること。 
 
２ 清掃業務 

   指定管理者は、施設内について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、

施設としての安全かつ快適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を実

施すること。 
（１） 日常清掃 

     指定管理者は、施設について日常的に清掃を行い、施設、備品、器具

等が常に清潔な状態に保たれるようすること。清掃回数等は、指定管理

者が利用頻度に応じて適切に設定すること。特に、更衣室やトイレ等の

水周りについては、衛生等に留意すること。また、消耗品は常に補充さ

れた状態にあること。 
 
 （２） 定期清掃 
     指定管理者は、施設について日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等

を確実に行うため、必要に応じて定期清掃を実施すること。 
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３ 備品管理業務 

 （１） 市は、施設の管理業務に必要な備品を指定管理者に無償で貸与する。 
     貸与する備品は資料集２（現地説明会時に配布）を参照すること。 
 
 （２） 指定管理者の責任により滅失、毀損した備品の補充及び部品等の劣化

に伴う交換等は、指定管理者が行うこと。また、経年劣化等により更新

が必要と判断される場合は、市と協議すること。 
 
 （３） 指定管理者が指定管理料により購入した備品の所有権は、原則市が有

するものとする。 
なお、備品の購入に際しては、あらかじめ市と協議すること。 

 
 （４） 指定管理者は、市から貸与された備品について、利用に支障をきたさ

ないよう深谷市物品規則及び関係例規に基づき適切に管理すること。ま

た、管理に当たっては、市の基準に準じた備品台帳を作成すること。 
 
 （５） 備品の詳細な取り扱いについては、市と指定管理者が締結する協定で

定める。 
 
４ 保安警備業務 

   指定管理者は、施設内の防犯、防火及び事故防止に万全を期し、定期巡回

を行うなど利用者が安心して利用できる環境の確保に努めること。 
   また、機械警備などを利用して年間を通じて常時警備を行うこと。 
 （１） 緊急時の業務 

火災・盗難等の事故の発生又はそのおそれがある場合は、警察、消防

に通報連絡を行うとともに被害を最小限に食い止め、非常事態に適合し

た迅速かつ正確な緊急措置を講じること。 
  
（２） 報告業務 

事故の発生状況を把握し、警察等への通報を行うとともに速やかに市

に事故報告を行うこと。 
 
５ 植栽管理業務 

指定管理者は、施設内について良好な環境、美観の維持及び施設の適正な

利用に心がけ、公園としての快適な空間を保つため、適時植栽等管理業務を
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実施すること。また、利用者の多い場所（通行含む）や道路沿い等は特に気

を遣い、できる限り利用者の妨げにならないように実施すること。 
なお、仕様書については資料集２（現地説明会時に配布）を参照すること。 

 
６ 環境衛生管理業務 

   指定管理者は、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供す

るため、常に施設内の適切な環境衛生の維持に努めること。業務に当たって

は、建物の使用目的、使用内容等を十分に把握するとともに、「建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守すること。 
 
７ 維持管理計画書の作成 

   指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画書（点検整備、法令に基く測

定・検査、調査等）を作成し、市に提出すること。 
   なお、計画書に従って実施した点検・整備・調査・修繕等については記録

を行い施設維持管理計画書に反映させること。 
 
８ 修繕の費用負担 

   施設（設備及び物品を含む。）の本来の効用持続年数を維持するために必要

な限度の修繕に要する費用（１３０万円未満）は、原則として指定管理者が

負担することとし、それ以外の修繕に要する費用については、市が実施する。

ただし、年度中に執行されなかった修繕費については、市に返還するものと

する。 
また、指定管理者は、１０万円以上１３０万円未満の施設修繕について、

緊急の必要性がある場合を除き、あらかじめ市と協議し、承認を受けなけれ

ばならない。 
 
９ 市が許可した目的外使用部分の管理 

   市が行った指定管理者以外の者に対しての目的外使用許可について、その

目的外使用許可部分についても適正な管理を行うこと。また、当該許可に係

る光熱水費等は、指定管理者が一括して支払い、許可を受けた者に当該料金

を請求するなど、市及び当該許可申請者と協議すること。 
 
   【令和３年４月１日現在、目的外使用許可をしている部分】 
    屋内 自動販売機１台（１㎡）、アミューズメント機器１台（０．７２㎡） 
       広告映像用モニター１台（０．８４㎡） 

屋外 自動販売機２台（２㎡）、電柱３本・支線６本・支線柱３本 
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   公衆電話ボックス１基 
 
１０ 喫煙対策 

   敷地内（館内含む）は、原則として禁煙とすること。 
   喫煙スペースを設置する場合、健康増進法に従うこと。 
 
１１ 案内看板に関する業務 

   市内及び近隣市町に設置している案内看板の借地契約について、地権者と

の契約の更新を実施すること。また、年に２回各看板を巡視し、その状況に

ついて報告すること。 
 
１２ 運営に必要な資格・免許・届出等に関する業務 

   本施設の２５ｍプールは日本水泳連盟の公認プールであるため、公認の期

限が切れる時期には遺漏の無いよう更新すること。 
   また、プール管理責任者等が変更となる場合には、埼玉県プールの安全安

心要綱に基づきプール使用開始届出事項の変更を行うこと。 
 
１３ その他の業務 

   指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌等を作

成するとともに、一定期間保管し、市の求めがあったときには閲覧に供する

こと。 
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第５ 自主事業等に係る業務の基準 
 １ 指定管理業務としての自主事業（提案事業） 
  施設の設置目的達成のため、深谷グリーンパーク運営方針を参考に、次の業

務を自主事業（提案事業）として実施する。 
 
（１）花き振興ＰＲ業務 
  ア 花き類の展示及びＰＲ業務 
   指定管理者は、花き文化向上と市内で生産される花きの需要拡大を図る

ため、施設内において、花きの展示やＰＲ、展示圃場の管理などの業務を

実施すること。 
  イ フラワーホスピタル業務 
   指定管理者は、花き文化向上と花きの需要拡大を図るため、花きの栽培

相談や園芸教室、花きを活用した各種教室などの業務を実施すること。 
 
（２）花き等販売業務 
  指定管理者は、主に花きをはじめとする市農畜産物の消費拡大を図るため、

また、花き等農畜産物生産者の経営の安定に寄与するため、主に市内で生

産される花きや農畜産物を販売する業務を行うこと。 
   なお、仕様書については資料集２（現地説明会時に配布）を参照すること。 

 
（３）地域食材供給室運営業務 

   指定管理者は、地域食材供給室（レストラン）において、主に深谷市内で

生産された農畜産物を主体とした料理の提供を行うなどレストラン運営を行

うこと。なお、業務について、飲食店に業務委託を行う場合は、市内飲食店

を使用すること。 
   なお、業務の仕様書については資料集２（現地説明会時に配布）を参照す

ること。 
  
（４）健康増進業務 

   指定管理者は、施設を活用し、利用者の健康増進等に寄与する健康教室や

水泳教室、フィットネス等の事業を実施すること。 
 
 （５）その他設置目的及び運営方針に即した業務 
   指定管理者は、（１）～（３）の他、施設設置目的達成のために実施する深

谷グリーンパーク運営方針に即した事業を実施すること。 
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 ２ 指定管理業務外の自主事業 
  指定管理者は、利用者の増加を図るため、または利便性の向上を図るため、

自らの企画により、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、事前に市と

協議し、行政財産の目的外使用許可を得ることにより自主事業を実施すること

ができる。この場合、市が定める規定に基づき、原則、使用料を徴収する。ま

た、事業実施に要する費用は全て指定管理者の負担とし、収入については全て

指定管理者のものとする。 
 
３ 自主事業等における経費負担等の整理 

事業の種類 経費負担等 手続き等 主な内容 

指定管理業務内 

（提案事業） 目的内 

指定管理料・事業

収入・利用料金 

提案 第５（１）～（４） 

指定管理業務外 
（自主事業） 

事業収入 提案・協議 第５（５） 

目的外 
事業収入 協議 

行政財産目的外使用

許可 

自動販売機設置、 
水着等物販等 

 
 ４ 現指定管理者が実施している自主事業の継承 
   現指定管理者が行政財産の目的外使用許可を得て実施している自主事業の

うち、自動販売機及びアミューズメント機の設置や水着等物品販売について

は、利用者の利便性確保の観点から継承することを基本とする。ただし、市

との協議により、継承しないこともできる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 

第６ その他管理業務の基準 
１ 組織体制及び人員配置 
（１） 管理業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、

労働基準法等関係法令を遵守し、管理業務を効率的に行うための業務形

態にあった適正な人数の職員を配置すること。 
 
 （２） 専任の総括責任者を１名配置すること。 
 
 （３） 施設の管理業務に必要な知識、技能及び資格等を有する者を適切に確

保すること。 
 
 （４） 職員の勤務体制は、施設の管理業務に支障がないように整備するとと

もに、利用者の安心安全に応えられるものにすること。 
 
 （５） 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理業

務に必要な知識と技術の習得に努めること。 
 
 （６） 管理業務に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に施設

職員と分かるようにすること。 
 
２ 労働条件の配慮 

   指定管理者は、労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされ

るよう留意すること。 
 
３ 市内企業の活用 

   管理業務の実施に当たり、市内企業の受注機会の増大と市内企業に配慮し

た物品等の調達に努めること。 
 
４ 障害者の雇用拡大 

   管理業務の実施に当たり、障害者の雇用の拡大と市内障害者就労施設等に

配慮した物品等の調達に努めること。 
 
５ 環境への配慮 

   管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。 
（１） 電気、ガス、水道等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギー

の徹底と二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、
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廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。 
 
６ 個人情報の保護及び秘密の保持 
（１） 個人情報の保護 

     指定管理者は、管理業務を処理するための個人情報の取扱いについて

は、個人情報の保護に関する法律及び深谷市個人情報保護条例の規定に

従い、個人の権利利益を侵すことのないようにしなければならない。 
     指定管理者は、業務上知り得た個人情報を取り扱う場合については、

漏洩、滅失及び毀損
き そ ん

の防止等、個人情報の適切な管理を図るため必要な

措置を講ずること。 
なお、具体的な内容については、市と指定管理者が締結する協定で定

める。 
 
 （２） 秘密の保持 
     指定管理者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、

その職を退いた後も同様とする。 
 
７ 情報の公開 

   指定管理者には、深谷市情報公開条例第２６条第１項の規定により、指定

管理者が保有する深谷グリーンパークの管理に関する情報の公開に努めなけ

ればならない。 
 
８ 事業計画書の作成 

 （１） 事業計画書（全般） 
     指定管理者は、指定管理全期間について、事業計画書（全般）に記載

された事項について記述した計画を作成し、業務開始前までに市に提出

すること。 
 
 （２） 事業計画書（詳細） 
     指定管理者は、事業計画書（全般）において記された各年度毎の計画

の詳細な内容について、計画を作成し、各年度の業務開始前に市に提出

すること。 
     なお、作成にあたっては市と調整を図るとともに、指定管理の実態に

則し、事業計画書（全体）と内容が変更となる部分については、市の承

認を得ること。 
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９ 事業報告書等の作成 
 （１） 年次報告書 
     指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書を市に提出す

ること。事業報告書の主な内容は、次のとおりである。 
なお、詳細については、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

     ア 利用実績（利用者数、利用団体数、事業実施状況及び参加者数、

利用料金収入等） 
     イ 管理業務の実施状況（組織体制、施設維持管理状況等） 
     ウ 利用状況分析報告等（利用者満足度、課題分析等） 
     エ 収支決算書等 
     オ 自己評価 
 
 （２） 月次報告書 
     指定管理者は、毎月月次報告書を作成し、翌月１５日までに市に提出

すること。月次報告書の主な内容は、次のとおりである。詳細について

は、市と指定管理者が締結する協定で定める。 
     ア 利用実績（利用者数、利用団体数、事業実施状況及び参加者数、

利用料金収入等） 
     イ 管理業務の実施状況（組織体制、施設等維持管理状況等） 

ウ 利用者等からの苦情とその対応状況 
エ プールの管理状況（水質分析、プール点検記録等） 

 オ その他、市が指定した報告に関すること。 
 
 （３） 即時報告 
     管理業務を実施するに当たり、人身事故等重大な事故が発生した場合

は、即時報告すること。 
 

10 予算管理及び帳簿の記帳 
   指定管理者は、予算の適正な執行及び管理に努め、管理業務に係る収入及

び支出の状況について、適切に記帳すること。また、これらの帳簿や証拠書

類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 
 

11 文書の管理保存 
   指定管理者は、その業務に実施に当たり、作成し又は取得した文書等は、

深谷市文書取扱規程等を参考に適正に管理・保存すること。 
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12 安全管理・危機管理  
   指定管理者として事故、災害等が発生しないよう、また、発生した場合に

おいても利用者を第一に考えた対応が迅速にできるよう体制を整えておくこ

と。 

（１） 指定管理者は、施設内での事故の予防対策や発生時の対処、緊急時の

利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等について、危機管理体制

を整備するとともに、対応マニュアルを作成し、事故の未然防止に万全

を期すとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 
 
（２） 指定管理者は、プール利用者について、監視員の人数及び配置が適正

であるか随時確認し、常に安全性が確保されているようにすること。夏

期時（７月～８月）は利用者が増えるので、特に注意すること。 
 
（３） 市の担当課と、大規模災害発生時の緊急対応について十分に協議を行

い、その内容を対応マニュアルに反映させること。  
 
（４） 消防署等行政機関及び防災点検等で指摘があった場合は、市に報告す

るとともに該当事項を直ちに改善すること。 
 
（５） 利用者の急な病気、けが等に対応できるよう、最低限の医療品は確保

しておくとともに近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を

行うこと。 
 
（６） 災害、事故、火災等が発生した場合の利用者の避難、誘導、安全確保

及び必要な通報等についての対応計画を作成し、発生時には的確に対応

すること。併せて、事故等の対応記録を作成し、市へ報告すること。 
 
（７） 「深谷市地域防災計画」の避難所に指定されているので、これらの機

能の確保に万全を期し、次のとおり対応すること。 
     ア 災害への対応 
      深谷市地域防災計画において避難所に指定されている施設は、災

害が発生し、または発生するおそれがある場合、避難所、物資の配

送拠点、その他市が指定する用途（以下「避難所等」という。）とし

て使用される場合がある。指定管理者は、市の指示等に従い、避難

所等の開設・運営などの災害対応業務を行うものとする。 
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イ 避難所の開設・運営 
      災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、施設

に避難所が開設される場合、指定管理者は、別紙１「災害対応業務

分類表」のとおり、避難所の開設・運営等の業務を行うものとする。 
ウ 業務内容等の報告 

       指定管理者は、災害対応業務の内容及び費用について、市に書面

をもって適宜報告するものとする。 
エ 個人情報の取扱い 

       指定管理者は、災害対応業務で取り扱う個人情報については、当

該業務に必要な範囲で利用等するものとする。 
オ 費用の負担 

災害対応業務により発生した損害及び追加費用に係る負担の取扱

いについては、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則

として、市と指定管理者の協議により決定するものとする。 
 
（８） 現地の復旧は遅滞なく行うこと。 
 
（９） その他利用者への対応は万全を期すこと。 
 ※ 上記の実施項目について内容を変更する場合は事前に市と協議すること。 

 

13 事業評価業務 
   指定管理者は、利用者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、利

用者等の意見や要望を把握するとともに、管理業務に反映させるよう努める

こと。 
   また、利用者アンケート等により得られた結果をもとに、定期的に施設の

管理業務に対する自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ市へ提出

すること。 
 

14 指定管理業務期間の前に行う業務 
 （１） 協定項目についての市との協議 
 
 （２） 利用料金等の設定 
 
 （３） 配置する職員等の確保及び研修 
 
 （４） 市及び現指定管理者からの業務等の引継ぎ 
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15 指定期間終了後の引継ぎ業務 
 （１） 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定

の取消しが行われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理業

務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。なお、引継ぎ時における施設に

ついては、継続して使用することに支障のない状態で次期指定管理者に

引き継ぐこと。 
 
 （２） 引継ぎに当たっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事

故等を防止するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うととも

に、施設の利用予約に関する情報等、施設の管理業務に必要な情報を遅

滞なく次期指定管理者へ提供するなど、引継ぎに遺漏のないよう十分留

意すること。 
 

16 第三者への包括的委託の禁止 
指定管理者は、深谷グリーンパークの管理業務を一括して第三者に委託す

ることはできない。 
なお、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市の承諾を得ること。 
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第７ その他 
１ 関係機関との連絡調整 
  指定管理者は、市が出席を要請した会議等には出席すること。 

 
２ 関係官公庁の指導等 

   指定管理者は、施設の管理業務に当たり、関係官公庁の指導等に従うこと。

測定、検査、調査等の活動によって改善・変更を要すると認められた事項に

ついては、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、市と

協議のうえ対応すること。 
 
３ 調査及び監査等に関する事項 
  市は、指定管理者の管理する施設の適正を期するため、必要があると認め

るときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、報

告を求め、実地について調査し、又は必要な記録の提出を求めることがある。

また、指定管理者は、市監査委員からの求めに対し、本基準書及び協定書の

範囲内において監査を受ける場合がある。 
  指定管理者は、調査及び監査の結果、市から業務改善の要求、指示があっ

た場合は、速やかに改善計画書を提出するとともに、業務の改善を行うもの

とする。 
    
４ リスクの分担及び保険への加入 

   深谷グリーンパークの管理業務に関する基本的なリスクの分担に対する考

え方は、次のリスク分担表とおりとし、指定管理者はこれらに基づき、自ら

のリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入すること。なお、火災保険に

ついては市が加入するが、指定管理者において故意、重過失、法令違反があ

った場合等は適用外となるので、指定管理者が修繕費用等を負担すること。 
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リスク分担表 
項 目 内 容 深谷市 指定管理者 

物価の変動 
人件費、光熱水費等の変動に伴う経

費の増  ○ 

需要の変動 利用者の減少、収入減  ○ 

運営のリスク 

事故、災害等による臨時休館等 協議事項 

施設の管理上の瑕疵
か し

に係る臨時休

館等 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設

の一部の利用停止 
 ○ 

施設の維持向上

に必要不可欠な

改修工事 

法律や条例等の制定・改正等により

必要となる改修工事 
○  

指定管理者の発意による改修工事  ○ 

施設の損傷 
事故・災害によるもの 協議事項 

施設の管理上の瑕疵
か し

に係るもの 
 ○ 

利用者等への損

害賠償 
下記以外のもの 協議事項 

施設の管理上の瑕疵
か し

に係るもの 
 ○ 

 ※表中「施設」とは、設備及び物品を含む。 
※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定

管理者が有するものとする。 
 
５ リース契約物件 
  現指定管理者によるリース契約物件については、複数年契約を締結している

ことから、当該契約を継続するか否かについて、業務引継ぎ期間内に現指定管

理者との協議により決定する。 
 
 対象物件 

種 別 台 数 
コピー機 １ 

 
６ モニタリング 
  市は、施設の管理業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。 
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なお、詳細については市と指定管理者が締結する協定で定める。 
 （１）定期のモニタリング 
    市は、指定管理者から提出された月次報告書、年次報告書その他報告等

により、指定管理者の業務の実施状況が、市の要求水準を満たし、適正か

つ確実なサービスが提供されているか否かについて、毎年２回モニタリン

グを実施する。 
 
 （２）現地確認 
    市は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況等に関し、指定管理者

に報告を求めるほか、年２回以上、現地において施設の管理業務の状況を

確認するものとする。 
 
 （３）結果の公表 
    市は、毎年度終了後、指定管理者からの年次報告書等を踏まえ、利用者

数や利用料金収入の実績等について、その確認結果を市ホームページで公

表する。 
 
７ 業務不履行時の処理 
  管理業務が業務要求水準を満たしていない場合、又は利用者が施設を利用す

る上で明らかに利便性を欠く場合、市は、指定管理者に対して改善の指示を行

うことができる。 
  また、指定管理者が指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の停止を命ずることができる。 
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別紙１ 
災害対応業務分類表 

項目 自主避難 

①避難準備・高齢者等避難開始 

②避難勧告 

③避難指示 

大規模災害 

開設の 

判断・指示 

○災害対策本部等から開設指示

を行う。（予想される災害の状

況により、指定避難所の中から

開設する避難所を選定） 

※住民からの自主避難の要望が

あった場合、指定管理者は災害

対策本部等に連絡を行うこと。 

○災害対策本部等から開設指示

を行う。（対象地域の中から開

設する避難所を選定） 

○災害対策本部等から開設指示

を行う。 

※突発的かつ大規模な災害が発

生した場合（震度５弱以上の地

震発生時）は、施設に参集する

こと。 

開設業務 

○避難所担当職員（市職員）が開設を行う。 

※施設の開錠及び安全点検、避難所として使用する場所の確保を

行うこと。 

※施設所管課に事前相談の上、必要に応じて貸館の使用許可の取

消しを行うこと。 

○避難所担当職員（市職員）が

開設を行う。 

※施設の開錠、安全点検、避難

所等として使用する場所の確保

を行うこと。 

※施設所管課に相談の上、必要

に応じて貸館の使用許可の取消

しを行うこと。 

運営業務 
○避難所担当職員（市職員）が運営を行う 

※必要に応じて市職員の運営業務を支援すること。 

○避難所運営委員会（避難所担

当職員、施設管理者（指定管理

者）、地域（自治会等））が運

営を行う。 

※避難所運営マニュアルや避難

所運営委員会で定めた役割分担

等に基づき運営を行う。 

施設管理 

業務 

○指定管理者が施設管理業務を行う。 

※避難所の開設中（休館日、夜間含む）は、施設に業務従事者を配置すること。 

閉鎖の 

判断・指示 
○災害対策本部等が避難所閉鎖の指示を行う。 

その他 ○食料等の提供は行わない。 

○食料等の提供を行う。 

※原則として指定管理者が食料

等を調達する必要はない。 

○避難所運営委員会に、施設管

理者として参加すること。 

※表中、「災害対策本部等」とは、災害対策本部・災害警戒本部・防災担当部署のことをいう。 
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